
電気供給約款第12条1項に定める従量電灯Bに関する
【別紙】料金表(東京電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯B)【要旨】

※2024年4月1日現在

【東京B】

小売電気事業者：株式会社イーネットワークシステムズ（登録番号：A0067）

１．基本料金

契約電流 料金

30アンペア 885.72 円

40アンペア 1,180.96 円

50アンペア 1,476.20 円

60アンペア 1,771.44 円

２．電力量料金

単位 料金

最初の120キロワット時までの
1キロワット時につき

19.28 円

120キロワット時をこえ300キロワット時までの
1キロワット時につき

25.88 円

300キロワット時をこえる
1キロワット時につき

29.98 円

３．電源調達調整費

５．割引金額

電気使用申込書「ご契約情報について」に記載の割引

４．再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額
とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告
示および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。

(1)電源調達調整単価の策定
電源調達調整単価は、次の算定式により算定し、電気料金に反映します。なお、毎月見直しを実施し、当該月の前月末までに当社
ホームページに掲載いたします。

電源調達調整単価 ＝ A ＋ B ＋ C － D

A 卸電力取引市場調達単価：当月の3ヶ月前の月の15日を起算日としたその前3ヶ月(※1)において、当社が一般社団法人日本
卸電力取引所のスポット市場および時間前市場で調達した電力1キロワット時当たりの、約定量および約定価格から算定される加重
平均単価に、当社の卸電力取引市場調達比率を乗じて算定し、損失率(※2)にて補正した消費税等相当額を含めた単価をいいま
す。
B 固定電源調達単価：当社が発電事業者、ベースロード市場等から電力を調達する場合に生じる費用であって、発電事業者、
ベースロード市場等の調達方法ごとに、当月の3ヶ月前における電力1キロワット時当たりの平均調達単価に、当該調達方法に係る当
月の3ヶ月前における当社の固定電源調達比率を乗じて算定し、損失率(※2)にて補正した消費税等相当額を含めた単価をいいま
す。
C 調整項(調整単価)：電力自由化の制度上かかる経費を指し、インバランス料金や離島ユニバーサル調整額、電源調達調整費の
調整、容量拠出金等が対象。今後、改定の必要が生じた場合は、請求する当該月の前月末までに電源調達調整単価の公表と併せ
てその旨を告知いたします。
D 基準単価：当社が供給区域エリアや料金メニューごとに電源調達の基準として定めるもので、電源調達調整単価費の加減算の基
準となる単価(消費税等相当額を含む)をいいます。

※1：4月分の場合、10/16～1/15のエリアプライスの当社需給加重平均値
※2：各供給区域の一般送配電事業者が託送約款等で定める送電ロスによる損失率

(2)基準単価

単位 基準単価(税込)

使用電力量1キロワット時につき 13.20 円



電気供給約款第12条1項に定める従量電灯Bに関する
【別紙】料金表(東京電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯B)【要旨】

※2024年4月1日現在

【東京B-SP】

小売電気事業者：株式会社イーネットワークシステムズ（登録番号：A0067）

１．基本料金

契約電流 料金

40アンペア 0.00 円

50アンペア 0.00 円

60アンペア 0.00 円

２．電力量料金

単位 料金

1キロワット時につき 27.21 円

３．電源調達調整費

５．割引金額

電気使用申込書「ご契約情報について」に記載の割引

４．再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額
とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告
示および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。

(1)電源調達調整単価の策定
電源調達調整単価は、次の算定式により算定し、電気料金に反映します。なお、毎月見直しを実施し、当該月の前月末までに当社
ホームページに掲載いたします。

電源調達調整単価 ＝ A ＋ B ＋ C － D

A 卸電力取引市場調達単価：当月の3ヶ月前の月の15日を起算日としたその前3ヶ月(※1)において、当社が一般社団法人日本
卸電力取引所のスポット市場および時間前市場で調達した電力1キロワット時当たりの、約定量および約定価格から算定される加重
平均単価に、当社の卸電力取引市場調達比率を乗じて算定し、損失率(※2)にて補正した消費税等相当額を含めた単価をいいま
す。
B 固定電源調達単価：当社が発電事業者、ベースロード市場等から電力を調達する場合に生じる費用であって、発電事業者、
ベースロード市場等の調達方法ごとに、当月の3ヶ月前における電力1キロワット時当たりの平均調達単価に、当該調達方法に係る当
月の3ヶ月前における当社の固定電源調達比率を乗じて算定し、損失率(※2)にて補正した消費税等相当額を含めた単価をいいま
す。
C 調整項(調整単価)：電力自由化の制度上かかる経費を指し、インバランス料金や離島ユニバーサル調整額、電源調達調整費の
調整、容量拠出金等が対象。今後、改定の必要が生じた場合は、請求する当該月の前月末までに電源調達調整単価の公表と併せ
てその旨を告知いたします。
D 基準単価：当社が供給区域エリアや料金メニューごとに電源調達の基準として定めるもので、電源調達調整単価費の加減算の基
準となる単価(消費税等相当額を含む)をいいます。

※1：4月分の場合、10/16～1/15のエリアプライスの当社需給加重平均値
※2：各供給区域の一般送配電事業者が託送約款等で定める送電ロスによる損失率

(2)基準単価

単位 基準単価(税込)

使用電力量1キロワット時につき 13.20 円



電気供給約款第12条2項に定める従量電灯Cに関する
【別紙】料金表(東京電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯C)【要旨】

※2024年4月1日現在

【東京C】

小売電気事業者：株式会社イーネットワークシステムズ（登録番号：A0067）

１．基本料金

契約容量 料金

1キロボルトアンペアにつき 295.24 円

２．電力量料金

単位 料金

最初の120キロワット時までの
1キロワット時につき

19.28 円

120キロワット時をこえ300キロワット時までの
1キロワット時につき

25.88 円

300キロワット時をこえる
1キロワット時につき

29.98 円

３．電源調達調整費

５．割引金額

電気使用申込書「ご契約情報について」に記載の割引

４．再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額
とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告
示および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。

(1)電源調達調整単価の策定
電源調達調整単価は、次の算定式により算定し、電気料金に反映します。なお、毎月見直しを実施し、当該月の前月末までに当社
ホームページに掲載いたします。

電源調達調整単価 ＝ A ＋ B ＋ C － D

A 卸電力取引市場調達単価：当月の3ヶ月前の月の15日を起算日としたその前3ヶ月(※1)において、当社が一般社団法人日本
卸電力取引所のスポット市場および時間前市場で調達した電力1キロワット時当たりの、約定量および約定価格から算定される加重
平均単価に、当社の卸電力取引市場調達比率を乗じて算定し、損失率(※2)にて補正した消費税等相当額を含めた単価をいいま
す。
B 固定電源調達単価：当社が発電事業者、ベースロード市場等から電力を調達する場合に生じる費用であって、発電事業者、
ベースロード市場等の調達方法ごとに、当月の3ヶ月前における電力1キロワット時当たりの平均調達単価に、当該調達方法に係る当
月の3ヶ月前における当社の固定電源調達比率を乗じて算定し、損失率(※2)にて補正した消費税等相当額を含めた単価をいいま
す。
C 調整項(調整単価)：電力自由化の制度上かかる経費を指し、インバランス料金や離島ユニバーサル調整額、電源調達調整費の
調整、容量拠出金等が対象。今後、改定の必要が生じた場合は、請求する当該月の前月末までに電源調達調整単価の公表と併せ
てその旨を告知いたします。
D 基準単価：当社が供給区域エリアや料金メニューごとに電源調達の基準として定めるもので、電源調達調整単価費の加減算の基
準となる単価(消費税等相当額を含む)をいいます。

※1：4月分の場合、10/16～1/15のエリアプライスの当社需給加重平均値
※2：各供給区域の一般送配電事業者が託送約款等で定める送電ロスによる損失率

(2)基準単価

単位 基準単価(税込)

使用電力量1キロワット時につき 13.20 円



電気供給約款第12条2項に定める従量電灯Cに関する
【別紙】料金表(東京電力パワーグリッド株式会社供給区域：従量電灯C)【要旨】

※2024年4月1日現在

【東京C-SP】

小売電気事業者：株式会社イーネットワークシステムズ（登録番号：A0067）

１．基本料金

契約容量 料金

1キロボルトアンペアにつき 0.00 円

２．電力量料金

単位 料金

1キロワット時につき 28.04 円

３．電源調達調整費

５．割引金額

電気使用申込書「ご契約情報について」に記載の割引

４．再生可能エネルギー発電促進賦課金

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額
とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告
示および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。

(1)電源調達調整単価の策定
電源調達調整単価は、次の算定式により算定し、電気料金に反映します。なお、毎月見直しを実施し、当該月の前月末までに当社
ホームページに掲載いたします。

電源調達調整単価 ＝ A ＋ B ＋ C － D

A 卸電力取引市場調達単価：当月の3ヶ月前の月の15日を起算日としたその前3ヶ月(※1)において、当社が一般社団法人日本
卸電力取引所のスポット市場および時間前市場で調達した電力1キロワット時当たりの、約定量および約定価格から算定される加重
平均単価に、当社の卸電力取引市場調達比率を乗じて算定し、損失率(※2)にて補正した消費税等相当額を含めた単価をいいま
す。
B 固定電源調達単価：当社が発電事業者、ベースロード市場等から電力を調達する場合に生じる費用であって、発電事業者、
ベースロード市場等の調達方法ごとに、当月の3ヶ月前における電力1キロワット時当たりの平均調達単価に、当該調達方法に係る当
月の3ヶ月前における当社の固定電源調達比率を乗じて算定し、損失率(※2)にて補正した消費税等相当額を含めた単価をいいま
す。
C 調整項(調整単価)：電力自由化の制度上かかる経費を指し、インバランス料金や離島ユニバーサル調整額、電源調達調整費の
調整、容量拠出金等が対象。今後、改定の必要が生じた場合は、請求する当該月の前月末までに電源調達調整単価の公表と併せ
てその旨を告知いたします。
D 基準単価：当社が供給区域エリアや料金メニューごとに電源調達の基準として定めるもので、電源調達調整単価費の加減算の基
準となる単価(消費税等相当額を含む)をいいます。

※1：4月分の場合、10/16～1/15のエリアプライスの当社需給加重平均値
※2：各供給区域の一般送配電事業者が託送約款等で定める送電ロスによる損失率

(2)基準単価

単位 基準単価(税込)

使用電力量1キロワット時につき 13.20 円


